
                     議   第   ９５   号   

                     令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中１８の項を削り、１９の項を１８の項とし、２０の項から３０の項ま

でを１項ずつ繰り上げ、３１の項を削り、３２の項を３０の項とし、３３の項から  

６３の項までを２項ずつ繰り上げ、６４の項から６６の項までを削り、６７の項を  

６２の項とし、６８の項から７０の項までを５項ずつ繰り上げ、７１の項を削り、  

７２の項を６６の項とし、７３の項から８１の項までを６項ずつ繰り上げ、同表に次

のように加える。 

７６ 

熊本市本庁舎等整備の

在り方に関する有識者

会議 

本庁舎等の整備の在り方について、必要な事項

を審議する。 

７７ 
水前寺・立田山断層調

査検討委員会 

水前寺・立田山断層調査の実施に関し、必要な

技術的事項について審議する。 

７８ 

熊本市動植物園マスタ

ープラン推進会議 

熊本市動植物園マスタープランの着実な推進を

図るため、その評価及び進行管理を行うととも

に、必要な事項を協議する。 

７９ 
熊本市河川整備計画策

定委員会 

本市が管理する河川に係る河川整備計画を策定

するため、必要な事項を審議する。 
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８０ 

旧植木温泉福祉交流館

利活用候補者選定委員

会 

旧植木温泉福祉交流館を利活用する候補者の選

定について、必要な事項を審議する。 

 別表５の表に次のように加える。 

１２ 

市立幼稚園における特

別支援教育等に関する

検討委員会 

市立幼稚園における特別支援教育等に関し、必

要な事項を審議する。 

１３ 

市立学校における医療

的ケア運営協議会 

市立学校における医療的ケアが必要な幼児、児

童及び生徒に関する総括的な管理体制について

協議する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置する等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）新旧対照表  

改正後（案） 現行 

別表 別表 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

 附属機関名 設置目的 

1 

【略】 ～
 

１７ 

【削る】 

 

 

１８ 

【略】 ～
 

２９ 

【削る】 

 

 

３０ 

【略】 ～
 

６１ 

【削る】 

 

【削る】 

 

 附属機関名 設置目的 

1 

【略】 ～
 

１７ 

１８ 熊本市環境活動支援事業選

定審査会 

熊本市環境活動支援事業補助金の交付を受

ける団体を決定するため、提案された事業

について審議する。 

１９ 

【略】 ～
 

３０ 

３１ 熊本市公共サービス民間提

案監理委員会 

公共サービス民間提案制度に係る対象事業

の選定及び提案事業の審査を行うととも

に、事業の評価等について協議する。 

３２ 

【略】 ～
 

６３ 

６４ 熊本市第7次総合計画中間見

直し委員会 

熊本市第７次総合計画の中間見直しに必要

な事項を審議する。 

６５ 熊本市公文書の管理に関す

る検討委員会 

公文書の管理の適正化を推進するため、本

市の公文書の管理の在り方に関し、必要な
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【削る】 

 

６２ 

【略】 ～
 

６５ 

【削る】 

 

６６ 

【略】 ～
 

７５ 

７６ 熊本市本庁舎等整備の在り

方に関する有識者会議 

本庁舎等の整備の在り方について、必要な事

項を審議する。 

７７ 水前寺・立田山断層調査検

討委員会 

水前寺・立田山断層調査の実施に関し、必要

な技術的事項について審議する。 

７８ 熊本市動植物園マスタープ

ラン推進会議 

熊本市動植物園マスタープランの着実な推進

を図るため、その評価及び進行管理を行うと

ともに、必要な事項を協議する。 

７９ 熊本市河川整備計画策定委

員会 

本市が管理する河川に係る河川整備計画を策

定するため、必要な事項を審議する。 

８０ 旧植木温泉福祉交流館利活

用候補者選定委員会  

旧植木温泉福祉交流館を利活用する候補者の

選定について、必要な事項を審議する。 
 

事項を審議する。 

６６ 熊本市緑の基本計画改定委

員会 

熊本市緑の基本計画を改定するため、必要

な事項を審議する。 

６７ 

【略】 ～
 

７０ 

７１ 全国都市緑化くまもとフェ

ア基本計画検討委員会 

全国都市緑化くまもとフェアの基本計画を

策定するため、必要な事項を審議する。 

７２ 

【略】 ～
 

８１ 

【新設】 

 

【新設】 

 

【新設】 

 

 

【新設】 

 

【新設】 

 
 

２ 上下水道事業管理者の附属機関 ２ 上下水道事業管理者の附属機関 

【略】 【略】 

３ 交通事業管理者の附属機関 ３ 交通事業管理者の附属機関 
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【略】 【略】 

４ 病院事業管理者の附属機関 ４ 病院事業管理者の附属機関 

【略】 【略】 

５ 教育委員会の附属機関 ５ 教育委員会の附属機関 

 附属機関名 設置目的 

１ 

【略】 ～
 

１１ 

１２ 市立幼稚園における特別支

援教育等に関する検討委員

会 

市立幼稚園における特別支援教育等に関し、

必要な事項を審議する。 

１３ 市立学校における医療的ケ

ア運営協議会 

市立学校における医療的ケアが必要な幼児、

児童及び生徒に関する総括的な管理体制につ

いて協議する。 
 

 附属機関名 設置目的 

１ 

【略】 ～
 

１１ 

【新設】 

 

 

【新設】 

 

 
 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

市立幼稚園における特別支援教育等に関する検討委員会（案） 

 

目  的：市立幼稚園における特別支援教育等に関し、必要な事項を審議する。 

 

設置根拠：なし 

 

検討委員：学識経験者、市立幼稚園代表、保護者代表、福祉施設代表、私立幼稚園・認定こども園協

会代表、熊本市保育園連盟代表、関係団体代表、公募委員（１３名程度） 

        

任  期：１年 

   

実施予定：５回／年 

   

スケジュール案： 

  時期 会議の名称等 内  容  等 

 

５月 

 

 

 

６月 

 

 

 

 

 

７月 

 

 

 ８月 

 

第１回市立幼稚園における特別支援教

育等に関する検討委員会 

 

 

第２回市立幼稚園における特別支援教

育等に関する検討委員会 

 

第３回市立幼稚園における特別支援教

育等に関する検討委員会 

 

第４回市立幼稚園における特別支援教

育等に関する検討委員会 

 

第５回市立幼稚園における特別支援教

育等に関する検討委員会 

 

 

委員長・副委員長の選任、検討委員会の趣旨

説明及び今後の進め方、市立幼稚園の現状と

課題について 

 

特別支援教育の充実について 

 

 

市立幼稚園の役割について 

 

 

本検討委員会報告書（案）とりまとめ 

 

 

本検討委員会報告書（案）とりまとめ 

                    

 



 

市立学校における医療的ケア運営協議会（案） 

 

設置目的  市立学校における医療的ケアが必要な幼児、児童及び生徒に関する総括的

な管理体制について協議する。 

 

設置根拠  なし 

 

委員構成  学識経験者、小中学校長代表、学校医代表、専門医代表、保護者会代表、

看護団体代表 

 

任  期  ２年 

 

実施予定  ３～５回/年 

 

所管事務  ・安全で安心できる学習環境の整備に関すること 

・安全な学校生活に関すること 

・医療的ケアの必要性等の審議に関すること 

・適正な看護師等の配置に関すること 

・学校における組織的な体制の整備に関すること 




